
 

第６回美深町農業委員会 

総 会 議 事 録            
                               （平成２８年１０月２４日） 

     午後１時３０分開会 

 

◎議事日程 

 

第１       議事録署名委員の指名について 

第２         諸般の報告(推薦委員、事務局) 

第３  議案第１号  農用地利用集積計画の決定について 

第４  議案第２号  農用地の買入協議に係る要請について 

第５  その他 

 

 

◎出席委員 （10名） 

1番 佐 藤 敏 夫   

2番 八 巻  等  

3番 三 田 輝 雄  

4番 森 元 敬 悦     

5番 荒 谷 和 江 

6番 塩 﨑 智 史 

7番 髙 附  功 

8番 神 野 充 布 

9番 中 村 敏 明 

10番 外 崎 敬 雄 

 

◎農業委員会事務局 

事務局長   草野孝治   

事務局次長 渡辺美由紀   

主事       高嶋 潤 

 



◎開会宣言 

 

 外崎会長 只今の出席委員は 10名の全員出席です。定数に達しておりますので、只今か

ら第 6 回美深町農業委員会総会を開会します。これから本日の会議を開きま

す。本日の議事日程はお手元に配布のとおりでございます。 

 

◎日程第１ 議事録署名員の指名について 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

＜日程第１＞議事録署名員の指名を行います。会議規則 18条の規定により、

本日の議事録署名員に 5番荒谷委員、6番塩﨑委員にご指名いたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」という者あり） 

 

ご異議がないようでありますので荒谷委員、塩﨑委員を議事録署名員に決定

いたしました。 

 

◎日程第２ 諸般の報告について 

 

 外崎会長 

 

 

  

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第２＞諸般の報告を行います。推薦委員さんから報告事項があれば発

言してください。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ないようでありますので、次に事務局より報告いたします。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

それでは 2 ページをお開きください。第 5 回総会以降の経過を報告いたしま

す。9 月 28 日、ブロック別農業委員会職員研修会が旭川市で開催され、高嶋

主事が出席しております。10 月 4 日地域担い手育成総合支援協議会幹事会と

新規就農者等指導委員会が振興センターで開催され事務局が出席しておりま

す。この中では、昨年開校しました農業支援塾につきまして、今年のスケジ

ュール等の打ち合わせをしております。11月 4日に開校式になります。11月

から 3 月までということで、今年は新たに 1 年生を募集しております。去年

の方は全員 2 年生という形になります。去年の方で 2 年生になる方は週に 1

回です。新たに 1 年生になる方は週に 2 回ということで、振興センターで開

催をするようになっております。今のところ新 1年生は 6人の申し込みです。

今年から女性農業者の方にもご案内をしておりまして、女性農業者が 4名で、

若手農業者が 2 名という内訳になっております。あと単身就農の受け入れに

ついてということで、各関係機関で打ち合わせを行っております。そのあと

開催されました新規就農者等指導委員会におきましては、現在新規就農研修

を行っている方の状況等の報告がございました。また 11 月 12 日に東京で開

催されます農業人フェアには町からは高嶋主事が出席いたします。7日、上川

地方農業委員会連合会役員会が開催されております。会長と局長が出席して

おります。この役員会の中で来年の地方連の総会が 4月 12日に士別市で開催

されることと、北海道産業貢献賞に比布町の農業委員会会長であります上西

彰一さんを推薦することが決まっていると報告がありました。本日からの予

定ですけども、27 日地区別農業委員会等研修会が旭川市で開催されます。今

回は若干参加者が少ないですけども中村代理、三田委員、八巻委員、荒谷委



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 外崎会長 

 

員の出席ということで役場前を 10時に出発したいと思いますのでお願いいた

します。車は 7 人乗りの車で局長が運転して 6 名で参加してきます。11 月 4

日、グリーンパートナー研修会が開催されます。これは 19、20日に開催され

ます美深町とエクシオのコラボパーティの事前セミナーということで、主に

参加する青年とこれには参加できないけどもという青年にも声を掛けて開催

をしていきたいと思います。15日から 18日が道外視察研修ということで視察

地は香川県の讃さん広場です。出席者は外崎会長、中村代理、三田委員、髙

附委員、荒谷委員、神野委員、塩﨑委員の 7 名で決定をしております。今朝

農協観光から電話がありまして、本日旅券を発券するので、今日以降はキャ

ンセル料がかかるということです。変更なしということでお願い致します。

15 日全道グリーンアドバイザー研修会が札幌市で開催されます。事務局から

私が出席いたします。今回は縁結びプランナーの外崎会長、荒谷委員は道外

視察研修、また、倉兼縁結びプランナーと南縁結びプランナーも 14日から道

外の方に政務調査で出かけるということで今回は事務局だけの参加になって

おります。19～20 日は美深町とエクシオのコラボレーションパーティを開催

いたします。第 7回の農業委員会の総会ですが、11月 28日を第 7回の農業委

員会総会とさせていただきます。12月に入りますけども 12月 5日上川管内女

性農業委員研修会が旭川市で開催されます。荒谷委員出席をお願いいたしま

す。12月 14日、市町村農業者年金協議会代議員等研修会が士別市で開催され

ます。こちらもご案内させていただきますので是非出席をよろしくお願いい

たします。以上です。 

 

只今の報告に対し、ご質疑があれば受け賜ります。ございませんか。 

 

（「なし」という者あり 

 

なければ次に進みます。 

 

 

 ◎日程第３ 議案第１号 

 

 外崎会長 

 

  

渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第３＞議案第 1号農用地利用集積計画の決定について議題に供します。

事務局より説明いたします。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

それでは 3 ページをお開きください。議案第 1 号農業経営基盤強化促進法第

18 条の規定による農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促

進法第 18条の規定により、美深町長より決定をもとめられた平成 28年度第 6

号農用地利用集積計画について議決を求めます。整理番号 44番、貸主、美深

町字○△条○△丁目△番地△、○○○○さん。借主、美深町字○○△△番地

△、○○○○○○○○○○○○○○○○さんです。土地の所在、美深町字○

○△△番△、地目公簿畑、現況畑、面積△△△㎡外△筆です。合計で△筆、

合計面積△△, △△△㎡です。11 月 1 日から平成 33 年 10 月 31 日までの 5

年間の賃貸借です。小作料は反当り△, △△△円、年額で△△, △△△円新

規の案件です。 

整理番号 45番、貸主、美深町字○○△△番地、○○○さん。借主、○○市○

○区○△条○△丁目△番地△△、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

さんです。土地の所在、美深町字○○△△番△、地目公簿畑、現況畑、面積

△△, △△△㎡外△△筆です。合計で△△筆、合計面積△△△, △△△㎡の

内△△△, △△△㎡です。10月 25日から平成 38年 10月 24日までの 10年間

の賃貸借です。小作料は反当り△, △△△円、年額で△△△, △△△円、農



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

地中間管理事業、耕作者集積協力金の案件です。 

整理番号 46番、貸主、○○市○△条○△丁目△番地、○○○○さんです。譲

受人、○○市○○区○△条○△丁目△番地△△、○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○さんです。土地の所在、美深町字○○△番△、地目、公簿畑、

現況畑、面積△△㎡外△筆です。合計で△筆、合計面積△△, △△△㎡の内

△△, △△△㎡です。10月 25日から平成 38年 10月 24日までの 10年間の賃

貸借です。小作料は反当り△,△△△円、年額で△△△,△△△円、農地中間

管理事業、経営転換協力金の案件です。 

整理番号 47番、譲渡人、○○市○○区○△条○△丁目△番地△△、○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○さんです。譲受人、○○○字○○○△△○

○△番地、○○○○○○○○○○○○○○○○○さんです。土地の所在、美

深町字○○△△△番△、地目公簿田、現況田、面積△, △△△㎡外△筆です。

合計で△筆、合計面積△△, △△△㎡です。こちらは農地売買等事業の案件

です。所有権の移転時期は 10 月 25 日、対価の支払期限は 11 月 25 日です。

土地の引渡し時期は対価の支払日です。価格につきましては反当り△△, △

△△円、価格総額△, △△△, △△△円です。説明以上でございます。 

 

それでは、議案第 1 号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。

ございませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑がないようでありますので、議案第 1 号について原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって、議案第 1 号農用地利用集積計画の決定については、

原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第４ 議案第２号 

 

 外崎会長 

 

  

 渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第４＞議案第 2 号農用地の買入協議に係る要請についてを議題に供し

ます。事務局より説明致します。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

それでは 6 ページをお開きください。議案第 2 号農用地の買入協議に係る要

請について、農業経営基盤強化促進法第 16条 2項の規定に基づき、農用地の

買入協議の要請について、下記のとおり審議を求めます。 

整理番号 1 番、申出の年月日、平成 28 年 9 月 29 日。申出の理由は農地処分

です。申出者の住所、氏名、美深町字○○△△△番地、○○○○さんです。

買入協議に係る土地の表示、美深町字○○△△番△外△△筆。地目公簿畑、

現況畑、面積△△△, △△△㎡です。申出の価格△△, △△△, △△△円で

す。調整委員の氏名、外崎会長、塩﨑委員です。調整の結果、800万円を超え

ていますので、買入協議が必要ということで、本日付けで農業委員会から町

に買入協議の申請をしていきたいと思います。買入協議の要請を行いますと

調整後から 15日間が土地を動かすことができなくなります。この間、買入協

議を行いまして公社の方から買入協議結果通知書というものが届きます。そ

うなりますと、1,500 万円までの譲渡所得の控除が受けられることになりま

す。800万円以内ですと直ぐに集積計画ということで進められますけども 800



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

万円を超えますので買入協議の制度に乗りたいと思います。もう 2 年前くら

いから公社の事業で農地処分したいという話しがあったのですけども、なか

なか進んでいかなく、その間に土地所有者の○○○○さんが亡くなり相続登

記をして、ようやく書類が整いました。公社の担当者は 2 回ほど全ての農地

を見ております。この時は、○○さんにもご案内いただいたり、その前は○

○さんにもご案内いただいたりしております。今回、○○さんからの強い希

望で何とかここまで来たら速やかに進めていただきたいということで、予定

では今月に買入協議、来月の総会で公社への所有権移転、12 月に土地の代金

の支払い、そして所有権移転登記、そして 1 月に次の借りる方、○○さんだ

と思いますが、○○さんとの賃貸契約ということで進めていきたいと思いま

す。別紙 1 に農地の一覧表を付けてございます。こちらの様式は農用地区域

内の農用地であるという証明ということで一覧表にまとめたものでございま

す。説明以上でございます。 

 

議案第 2号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。 

ございませんか。 

 

（「なし」というも者あり） 

 

ご質疑がないようでありますので、議案第 2 号ついて、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって、議案第 2号農用地の買入協議に係る要請については、

原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５ その他 

 

 外崎会長 

 

  

 

 外崎会長 

＜日程第５＞その他、委員の皆様から何かありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

事務局から何かありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 

◎閉会宣言 

 

 外崎会長 以上をもちまして、一切の案件の審議を終了いたします。第 6 回総会を終了

いたします。 

 

※終了 午後１時５５分 

 


